
オロロンひまわり基金法律事務所の弁護士が無料で

相談に応じます。

借金、離婚、相続・遺言、不動産、悪徳商法等のほ

か、「これは法律相談だろうか？」とお悩みの方もお気

軽にご相談ください。

相談会は予約制で、相談枠に空きがあれば当日の飛

び込み相談でも受け付けいたしますが、あくまでご予

約された方が優先となりますのでご了承ください。

■相談日時 平成23年10月27日（木）

午後１時～午後４時

■会 場 小平町文化交流センター

２階 視聴覚室

■予約期間 平成23年10月３日（月）～26日（水）

◎予約・問い合わせ先

オロロンひまわり基金法律事務所 緯56－4312

留萌振興局では、郷土における100年前のみどり環

境の回復を目指した緑化運動の一環として、「森と自

然と海鳥を学ぶバスツアー」を開催します。羽幌町で、

自然を復元する取組を学び、体験してみませんか。留

萌合同庁舎からバスを運行しますので、多くの皆さん

の参加をお待ちしております。

■日 時 平成23年10月16日（日）

９時50分～14時00分

■集 合 小平町役場前 ８時45分

（解散予定 15時00分）

■場 所 羽幌町ビオトープ・北海道海鳥センター

■内 容 自然復元の取組紹介・体験、海鳥センター

見学等。自由見学時間を利用し、近隣で食

事・温泉入浴も可能です。

■定 員 25名（事前申込・先着順）

■参加料 参加料は無料です。

ただし、食事・入浴料は自己負担となりま

す。

◎申し込み・問い合わせ先

留萌振興局林務課 緯42－8464
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「森と自然と海鳥を学ぶバスツアー」
参加者募集

旭川地方気象台で雷を観測する日数が多い月は、６月から10月までとなっており、10月はその中でも多

い月にあたります。

この時期の雷は、大陸から寒気が流れ込んでくるときに、温かい日本海上で積乱雲が発達し発生するも

のです。これは日本海側で多くなります。

このほかに、季節を問わず、低気圧や前線の影響により発生する雷もあります。これは日本海側以外の

地域でも発生します。

気象台では、雷による被害が予想される時に「雷注意報」を発表して注意を呼びかけています。テレビ

やラジオで放送されたら落雷、突風、ひょう、急な強い雨、時には竜巻にも注意してください。

気象台一口メモ「雷について」

【雷に遭遇した場合は安全なところへ避難】

鉄筋コンクリート建築の中、車・バス・列車内は比較的安全です。

木造建築の中も基本的には安全ですが、電気器具、天井や壁から１

ｍ以上離れれば更に安全です。

【屋外で安全なところに避難できない場合】

近くに安全なところがない場合は、姿勢を低くしてください。

ただし、うつ伏せになることは禁物です。

持ち物は、頭の位置より高く突き出さないでください。

大きな木は危険です。木の幹や枝、葉から２ｍ以上離れてください。

電柱や鉄塔等には近づかず、４ｍ以上離れてください。

◎問い合わせ先

旭川地方気象台総務課

緯0166－32－7101

弁護士による無料法律相談会のお知らせ


